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夏季一時金に係る特例措置が示された。勧告を尊重し、

0.2 月分の支給を凍結するとした極めて不当な提案！ 

 

5 月 18 日、10 時 26 分より、平成 21 年度夏季手当（第 1 回）団体交

渉が開催され、区長会より「平成 21 年 6 月に支給する期末手当及び勤勉

手当に係る特例措置について」（案）が提案されました。内容は、11 日

の特別区人事委員会勧告をそのまま流用し、期末手当の 0.15 月分、勤勉

手当の 0.05 月分、合計 0.2 月分（再任用職員は 0.1 月分）の支給を凍結

するとした極めて不当なものです。 

  

 11 日の特別区人事委員会勧告は、独自の調査を行うことなく出された

もので、精確性、信頼性を欠き、単に人事院に同調し人事院勧告内容を

流用したに過ぎないものです。また、その特別区人事委員会勧告を尊重

した区長会の提案は極めて不当であり、納得のいくものではありません。 

 さらに、区長会は、確定期における公民較差の是正について、12 月及

び 3 月に支給すべき特別給で行う必要があり、その結果、これらの特別

給が極端に減少する可能性があるとし、今回の提案を正当化するかの態

度です。 
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 我々は、不当な提案について再考することと併せ、専門委員会で十分

な協議を行うことを強く求めてきました。 

 区長会は、夏季一時金の支給基準日が 6 月 1 日であることから、特例

措置を実施するには、各特別区において 5 月末日までに条例改正をする

必要があるとしていることから、交渉期間が極めて限定されているのが

実態です。 

 19 日専門委員会、22 日に団体交渉が予定されています。交渉毎に速報

を発行いたしますので、各支部における情報の共有化、意思統一をお願

いします。 

 

 
▲ 夏季手当（第 1回）団体交渉にて、不当な特例措置が提案された。 
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